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公布 条例

◇ 中央省庁改革等 伴 関係条例 整理 関 条例（総務課）…………………………………

社会福祉事業法 一部改正 伴 関係条例 整理 関 条例（福祉保健課）………………

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例（会計課）………………

鳥取県手数料徴収条例 一部 改正 条例（〃）………………………………………………

風俗営業等 規制及 業務 適正化等 関 法律施行条例 一部 改正 条例

（警察本部生活安全企画課）…………………………………………………………………………

鳥取県営病院事業 設置等 関 条例 一部 改正 条例（病院局総務課）……………

鳥取県薬事審議会条例 廃止 条例（医務薬事課）……………………………………………

◇中央省庁改革等 伴 関係条例 整理 関 条例

中央省庁等改革基本法 制定 、国 各省庁 組織再編 等 伴 、以下 条例 規定

整備 行 。

（ ） 鳥取県個人情報保護条例

（ ） 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金 関 条例

（ ） 職員 給与 関 条例

（ ） 特別職 職員 旅費等 関 条例

（ ） 職員 退職手当 関 条例

（ ） 議会 議員 他非常勤 職員 公務災害補償等 関 条例

（ ） 職員 旅費 関 条例

（ ） 鳥取県税条例

（ ） 特定地域 振興 促進 県税 課税免除及 不均一課税 関 条例

（ ） 鳥取県知事 権限 属 事務 処理 特例 関 条例

（ ） 鳥取県総合開発審議会条例

（ ） 鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例

（ ） 鳥取県社会福祉審議会条例

（ ） 水質汚濁防止法第 条第 項 規定 基 排水基準 定 条例

（ ） 鳥取県青少年問題協議会設置条例

（ ） 鳥取県青少年健全育成条例

（ ） 鳥取県特定非営利活動促進法施行条例

（ ） 鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例

（ ） 貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例

（ ） 鳥取県手数料徴収条例

（ ） 風致地区内 建築等 規制 関 条例

された のあらまし

に う の に する

の に う の に する

の に る の に する の を する

の を する

の び の に する の を する

の に する の を する

を する

に う の に する

の により の が されること に い の の の

を うこととした

ニ スル

の に する

の の に する

の に する

の その の の に する

の に する

の を するための の び に する

の に する の の に する

の び に する

の に づく を める

の び に する

の に る の に する

における の に する

条 例 ３

６

８

１

１

２

３

４

５

６

７

８

９

３ ３

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

目 次



平成 年 月 日 火曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号12 10 17 982

免 除 条 件 免除 範囲

漁業研修 修了 日 年以内 県内 海面
漁業 従事 、引 続 年間従事 。

債務 分

条件 満 引 続 県内
海面 漁業 従事 。

従事 期間 年
免除後

債務 分

業務上 事由 死亡 、又 業務 起因 精神若
身体 著 障害 受 漁業 従事

。

債務 全部

場合 除 、死亡 、又 精神若 身体 著 障
害 受 漁業 従事 。

債務 全部又 一部
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の を する
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である の の に る を めることとした
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の の を めることとした
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めることとした

その の の を うこととした

条例 、平成 年 月 日 施行 。 、 （ ）及 （ ） 改正 、公布

日 施行 。

◇社会福祉事業法 一部改正 伴 関係条例 整理 関 条例

次 掲 条例 規定 、「社会福祉事業法」 「社会福祉法」 改 等所要 改正

行 。

（ ） 職員 特殊勤務手当 関 条例

（ ） 鳥取県福祉事務所設置条例

（ ） 生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例

（ ） 社会福祉法人 助成 関 条例

（ ） 鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例

（ ） 鳥取県社会福祉審議会条例

（ ） 鳥取県小規模作業所運営事業等助成条例

（ ） 鳥取県営住宅 設置及 管理 関 条例

（ ） 拡声機 暴騒音 規制 関 条例

条例 、公布 日 施行 。 、 （ ） 改正 一部 、平成 年 月 日

施行 。

◇貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例

貸付金 返還 係 債務 免除 貸付金 種類 漁業研修支援資金 加 、

免除 条件及 範囲 次 定 。

条例 、公布 日 施行 。

◇鳥取県手数料徴収条例 一部 改正 条例

廃棄物 処理及 清掃 関 法律 基 事務関係

（ ） 廃棄物処理施設 譲受 又 借受 許可 係 手数料 定 。

（ ） 廃棄物処理施設設置者 法人 合併 認可 係 手数料 定 。

火薬類取締法 基 事務関係

（ ） 火薬庫 完成検査 自治事務 伴 、当該事務 係 手数料 定 。

（ ） 火薬庫 保安検査 手数料 定 。

（ ） 火薬類取締法施行令 規定 知事 処理 特定施設 保安検査 手数料

定 。

（ ） 他所要 規定 整備 行 。
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改 正 後 改 正 前

東伯郡羽合町大字上浅津及 大字 温
泉 区域

東伯郡羽合町大字上浅津 区域

条 例 名 条 項 改 正 前 改 正 後

鳥取県個人情報保護
条例（平成 年鳥取
県条例第 号）

第 条第 号及 第 号 総務庁長官 総務大臣

第 条第 号 昭和 年 月鳥取県条例第
号

昭和 年鳥取県条例第 号

鳥取県吏員等退職年
金及退職一時金 関

条例（大正 年
鳥取県令第 号）

第 条 国民金融公庫等 国民生活金融公庫及別 法
律 以 定 金融機関

職員 給与 関
条例（昭和 年鳥取
県条例第 号）

第 条 第 項 自治大臣 総務大臣
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１

施行期日

条例 、公布 日 施行 。 、 並 （ ）及 （ ） 、平成 年 月

日 施行 。

◇風俗営業等 規制及 業務 適正化等 関 法律施行条例 一部 改正 条例

店舗型性風俗特殊営業 禁止地域及 性風俗特殊営業 広告制限地域 除 区域並 店舗型性

風俗特殊営業 営業 午前 時 日出時 制限 地域 一部 次 変更 。

条例 、公布 日 施行 、改正後 内容 、平成 年 月 日 適用 。

◇鳥取県営病院事業 設置等 関 条例 一部 改正 条例

県立中央病院 病床 種別 感染症病床 加 。（第 条関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

中央省庁改革等 伴 関係条例 整理 関 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

中央省庁改革等 伴 関係条例 整理 関 条例

（鳥取県個人情報保護条例等 一部改正）

第 条 次 表 条例名 欄 掲 条例 同表 条項 欄 掲 規定中同表 改正前 欄 掲 字句

同表 改正後 欄 掲 字句 改 。
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の が から まで される の を のとおり することとした

この は の から し の は から することとした
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の の に を えることとした
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特別職 職員 旅費
等 関 条例（昭
和 年鳥取県条例第
号）

別表備考 昭和 年大蔵省令第 号。
以下「大蔵省令」 。）

以下「支給規程」 。）
第 条

他 準 地域
大蔵省令

準 地域 支給
規程第 条

職員 退職手当 関
条例（昭和 年

鳥取県条例第 号）

第 条第 項第 号及 第
号

労働大臣 厚生労働大臣

議会 議員 他非
常勤 職員 公務災
害補償等 関 条
例（昭和 年鳥取県
条例第 号）

第 条第 項及 第 項 自治大臣 総務大臣

職員 旅費 関
条例（昭和 年鳥取
県条例第 号）

別表第 項 備考 大蔵省令」 。） 支給規程」 。）第
条

他 準 地域
大蔵省令

準 地域 支給
規程第 条

鳥取県税条例（昭和
年鳥取県条例第

号）

第 条第 号及 第 号、第
条第 項、第 条、第 条
第 項及 第 項、第

条、第 条 、第 条、第
条第 項及 第 項、第

条第 項及 第 項、第 条
第 項、第 条第 項、

第 条 、第 条第 項、
第 条 第 項、第 項及
第 項、第 条 第 項、
第 条 第 項、第 条

第 項、第 条 第
項、第 条第 項及 第
項、第 条 、第 条

第 号 第 号 、第
条 並 第 条第 項
並 附則第 条第 項、第
条第 項並 第 条第

項、第 項、第 項、第 項
及 第 項

自治省令 総務省令

第 条 第 項 自治大臣 総務大臣

特定地域 振興 促
進 県税
課税免除及 不均一
課税 関 条例
（平成 年鳥取県条
例第 号）

第 条第 項第 号及 第
項

内閣総理大臣 公示 日 公示 日

鳥取県知事 権限
属 事務 処理
特例 関 条例
（平成 年鳥取県条
例第 号）

別表 項 通商産業大臣 経済産業大臣

別表 項 建設大臣 国土交通大臣

別表 項（ ） 大蔵大臣 財務大臣

鳥取県総合開発審議
会条例（昭和 年鳥
取県条例第 号）

第 条 内閣総理大臣 国土交通大臣

鳥取県立社会福祉施 第 条第 項及 第 条 厚生大臣 厚生労働大臣
設 設置及 管理
関 条例（昭和
年鳥取県条例第 号）
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鳥取県社会福祉審議
会条例（平成 年鳥
取県条例第 号）

第 条 第 条第 項 第 条第 項

水質汚濁防止法第
条第 項 規定 基

排水基準 定
条例（昭和 年鳥

取県条例第 号）

第 条 排水基準 定 総理府令 排水基準 定 省令

環境庁長官 環境大臣

鳥取県青少年問題協
議会設置条例（昭和
年鳥取県条例第

号）

第 条 青少年問題審議会及 地方
青少年問題協議会設置法

地方青少年問題協議会法

第 条 第 条

鳥取県青少年健全育
成条例（昭和 年鳥
取県条例第 号）

第 条 第 項第 号 文部大臣 文部科学大臣

鳥取県特定非営利活
動促進法施行条例
（平成 年鳥取県条
例第 号）

第 条 見出 経済企画庁長官 内閣総理大臣

鳥取県営住宅 設置
及 管理 関 条
例（昭和 年鳥取県
条例第 号）

第 条 建設省令 国土交通省令

貸付金 返還 係
債務 免除 関
条例（昭和 年鳥取
県条例第 号）

表介護福祉士等修学資金 項
貸付金 種類 欄

文部大臣及 厚生大臣 文部科学大臣及 厚生労働
大臣

厚生大臣及 労働大臣 厚生労働大臣

又 厚生大臣 又 厚生労働大臣

表看護職員修学資金 項貸付
金 種類 欄及 理学療法士
及 作業療法士修学資金 項
貸付金 種類 欄

文部大臣 文部科学大臣

厚生大臣 厚生労働大臣

鳥取県手数料徴収条
例（平成 年鳥取県
条例第 号）

第 条第 項第 号、第 号
及 第 号

自治大臣 総務大臣

第 条第 項第 号 厚生大臣 厚生労働大臣

第 条第 項第 号 第
号

通商産業大臣 経済産業大臣

第 条第 項第 号及 第
号

建設大臣 国土交通大臣
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（風致地区内 建築等 規制 関 条例 一部改正）

第 条 風致地区内 建築等 規制 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

次 表 改正前 欄中号 表示 下線 引 号（以下「移動号」 。） 対応 同表 改正後

欄中号 表示 下線 引 号（以下「移動後号」 。） 存在 場合 、当該移動号 当該移

動後号 、移動号 対応 移動後号 存在 場合 、当該移動号（以下「削除号」 。） 削

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示及 削除号 除 。以下「改正部分」 。） 対

応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下「改正後部分」 。） 存在

場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当

該改正部分 削 。

における の に する の

における の に する の を のように

する｡

の の の の に が かれた という に する の

の の に が かれた という が する には を

とし に する が しない には という を

る

の の の が かれた の び を く という に

する の の が かれた の を く という が する

には を に め に する が しない には

を る

２ 45 11
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改 正 後 改 正 前

（行為 制限）

第 条 略

国又 県 機関（次 各号 掲 公団等 含 。

以下本項 同 。） 行 行為 、前

項 許可 受 要 。 場合 、

当該国又 県 機関 、 行為

、 、知事 協議 。

（ ） 都市基盤整備公団

（ ） 緑資源公団

（ ） 略

（ ） 略

（ ） 雇用・能力開発機構

（ ） 略

（ ） 簡易保険福祉事業団

（ ） 略

（ ） 環境事業団

（ ） 中小企業総合事業団

（ ） 略

略

別表第 （第 条関係）

～ 略

日本鉄道建設公団 行 鉄道施設 建設（駅、操

車場、車庫 他 類 （以下「駅等」

。） 建設 除 。）又 管理 係 行為

～ 略

（行為 制限）

第 条 略

国又 県 機関（次 各号 掲 公団等 含 。

以下本項 同 。） 行 行為 、前

項 許可 受 要 。 場合 、

当該国又 県 機関 、 行為

、 、知事 協議 。

（ ） 住宅・都市整備公団

（ ） 農用地整備公団

（ ） 略

（ ） 森林開発公団

（ ） 略

（ ） 雇用促進事業団

（ ） 略

（ ） 簡易保険郵便年金福祉事業団

（ ） 略

（ ） 公害防止事業団

（ ） 中小企業事業団

（ ） 略

略

別表第 （第 条関係）

～ 略

日本鉄道建設公団又 新幹線鉄道保有機構 行

鉄道施設 建設（駅、操車場、車庫 他

類 （以下「駅等」 。） 建設 除 。）

又 管理 係 行為

～ 略

の

は の の に げる を む

において じ が う については

の を けることを しない この において

は の は その をしようとするとき

は あらかじめ に しなければならない

が う の

その これらに するもの

という の を く は に る

の

は の の に げる を む

において じ が う については

の を けることを しない この において

は の は その をしようとするとき

は あらかじめ に しなければならない

は が う

の その これらに

するもの という の を く

は に る

２

２

１

２

３

４

５

６

７

８

９

３

２ ２

１

２

２

１

２

３

４

５

６

７

８

９

３

２ ２

１

10

11

25

26

27 35

10

11

12

25

26

27 35

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。 、第 条 表鳥取県吏員等退職年金及退職一時金 関

条例（大正 年鳥取県令第 号） 項 掲 改正及 第 条 規定 、公布 日 施行 。

社会福祉事業法 一部改正 伴 関係条例 整理 関 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

社会福祉事業法 一部改正 伴 関係条例 整理 関 条例

（職員 特殊勤務手当 関 条例等 一部改正）

第 条 次 表 条例名 欄 掲 条例 同表 条項 欄 掲 規定中同表 改正前 欄 掲 字句

同表 改正後 欄 掲 字句 改 。

この は から する ただし の ニ ス

ル の に げる び の は の から する

の に う の に する をここに する

の に う の に する

の に する の

の の の に げる の の の に げる の の に げる をそ

れぞれ の の に げる に める

13

12 55

12 10 17

１ ６ １

２

１

鳥取県条例第 号70
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条 例 名 条 項 改 正 前 改 正 後

職員 特殊勤務手当
関 条例（昭和
年鳥取県条例第

号）

第 条第 項第 号 社会福祉事業法 社会福祉法

第 条第 項 第 条第 項

鳥取県福祉事務所設
置条例（昭和 年鳥
取県条例第 号）

第 条 社会福祉事業法 社会福祉法

第 条第 項 第 条第 項

別表 社会福祉事業法第 条第
項

社会福祉法第 条第 項

生活福祉資金貸付事
業 補助 関 条
例（昭和 年鳥取県
条例第 号）

第 条 社会福祉事業法 社会福祉法

第 条第 項 第 条第 項

第 条 社会福祉事業法第 条 規
定 社会福祉協議会

社会福祉法第 条第 項
規定 都道府県社会福

祉協議会

社会福祉法人 助成
関 条例（昭和
年鳥取県条例第

号）

第 条 社会福祉事業法 社会福祉法

第 条第 項 第 条第 項

基 基

第 条第 号 社会福祉事業振興会 社会福祉・医療事業団

鳥取県立社会福祉施
設 設置及 管理
関 条例（昭和
年鳥取県条例第 号）

第 条 社会福祉事業法 社会福祉法

行 行

鳥取県社会福祉審議
会条例（平成 年鳥
取県条例第 号）

第 条 社会福祉事業法 社会福祉法

第 条第 項 第 条第 項

第 条 社会福祉事業法第 条第
項

社会福祉法第 条第 項

鳥取県小規模作業所
運営事業等助成条例
（平成 年鳥取県条
例第 号）

第 条第 項 社会福祉事業法 社会福祉法

鳥取県営住宅 設置
及 管理 関 条
例（昭和 年鳥取県
条例第 号）

第 条 第 項

拡声機 暴騒音
規制 関 条例

（平成 年鳥取県条
例第 号）

第 条第 号

改 正 後 改 正 前

（補助 方法）

第 条 知事 、社会福祉法人 社会福祉法第

条第 項 規定 都道府県社会福祉協議会（以下

（補助 方法）

第 条 知事 、社会福祉法人 社会福祉法第

条第 項 規定 都道府県社会福祉協議会（以下

の
に する

の に する

に
する に する

の
に する

き づき

の び に
する

なう う

の
び に する

の

による
の に する

の

は である

に する

の

は である

に する

27 39
14 15

30
13 14

13 14

30
33

56 58

74 108

34 11
56 58

39
11

12

11 12

12
11

34
49

24

27

110 108

５ １ ２

３ ３

８

１

１ １

５ ５

１

１ １

３ １

１

１ １

２ ３

１

８

１

６ ２ ７ ２

２ １ １

２ ２

２ １

４

３ ７

３

１

３

１

（生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例 一部改正）

第 条 生活福祉資金貸付事業 補助 関 条例 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

の に する の

の に する の を のように する

の の の が かれた を の の が かれた に める

２
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「社会福祉協議会」 。） 対 、 生活福祉

資金貸付事業 実施 必要 貸付資金及 貸付事務費

、予算 定 範囲内 補助金 交付

。

「社会福祉協議会」 。） 対 、 生活福祉

資金貸付事業 実施 必要 貸付資金及 貸付事務費

、予算 定 範囲内 補助金 交付

。

改 正 後 改 正 前

知事 、次 表 左欄 掲 貸付金 貸付 受

者（以下「借受者」 。） 同表 中欄 掲

免除 条件 適合 場合 、 同表 右欄 掲

免除 範囲内 返還 係 債務 免除

。

貸 付 金 種 類 免 除 条 件
免除
範 囲

地

勤

務

医

師

等

修

学

資

金

略

略 略 略

知事 、次 表 左欄 掲 貸付金 貸付 受

者（以下「借受者」 。） 同表 中欄 掲

免除 条件 適合 場合 、 同表 右欄 掲

免除 範囲内 返還 係 債務 免除

。

貸 付 金 種 類 免 除 条 件
免除
範 囲

地

勤

務

医

師

等

修

学

資

金

略

略 略 略

という に し その

の に な び

について に める で を するこ

とができる

という に し その

の に な び

について に める で を するこ

とができる

は の の に げる の けを け

た という が の に げる

の に する は それぞれ の に

げる の においてその に る を す

ることができる

の の
の

へ

き

は の の に げる の けを け

た という が の に げる

の に する は それぞれ の に

げる の においてその に る を す

ることができる

の の
の

へ

き

附 則

条例 、公布 日 施行 。 、第 条 規定 、平成 年 月 日 施行 。

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例 一部 改正 条例

貸付金 返還 係 債務 免除 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。

この は の から する ただし の は から する

の に る の に する の を する をここに する

の に る の に する の を する

の に る の に する の を のように する

の の の が かれた を の の が かれた に める

の の の の で まれた を える

２ ４ １15

12 10 17

44 35

鳥取県条例第 号71
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略

漁

業

研

修

支

援

県内 漁業者
（漁業法（昭和 年法
律第 号）第 条第
項 規定 漁業者

。）及 漁業従
事者（同項 規定
漁業従事者 。）
確保 資 、

新 海面 漁
業 就業
者 、知事 認定 受

研修計画 基
実施 漁業 技術
又 経営方法 修得

研修（以下
「漁業研修」 。）
受 対

貸 付 資金

漁業研修 修了
日 年（災害、
疾病 他 得

理由 知事
必要 認
、知事 都度

定 期間）以内
県内 海面

漁業 従事 、
引 続 年間従事

（当該 年
間 期間 年
日以上出漁 場

合 限 。）。

債務
分

前号 掲 条件
満

引 続
年間県内

海面 漁業
従事 （当該
年間 期間内

日以上出漁 場合
限 。）。

前号
規定

免
除
後

債務
分

前号 掲 条件
満

引 続
年間県内

海面 漁業
従事 （当該
年間 期間内

日以上出漁 場合
限 。）。

前号
規定

免
除
後

債務
分

前号 掲 条件
満

引 続
年間県内

海面 漁業
従事 （当該
年間 期間内

日以上出漁 場合
限 。）。

前号
規定

免
除
後

債務
分

前号 掲 条件
満

引 続
年間県内

海面 漁業
従事 （当該
年間 期間内

日以上出漁 場合
限 。）。

前号
規定

免
除
後

債務
分

前号 掲 条件
満

引 続
年間県内

海面 漁業
従事 （当該
年間 期間内

日以上出漁 場合
限 。）。

前号
規定

免
除
後

債務
全部

における

に する
をいう び

に する
をいう

の に するため
たに における
に しようとする
で の を

けた に づき
される の

は を す
るための

という
を けるものに して
し ける

を し
た から

その やむを
ない により
が と めたとき
は がその
める に
において に

おける に し
き き

したとき
の につき

した
に る

の
の

に げる
を たすこととなっ
たときから き き

において
における に
したとき
の に

した
に る

の
に

より
され

た の
の
の

に げる
を たすこととなっ
たときから き き

において
における に
したとき
の に

した
に る

の
に

より
され

た の
の
の

に げる
を たすこととなっ
たときから き き

において
における に
したとき
の に

した
に る

の
に

より
され

た の
の
の

に げる
を たすこととなっ
たときから き き

において
における に
したとき
の に

した
に る

の
に

より
され

た の
の
の

に げる
を たすこととなっ
たときから き き

において
における に
したとき
の に

した
に る

の
に

より
され

た の
の
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資

金

前 号 期間内 、
業務上 事由
死亡 、又 業務
起因 精神若
身体 著 障害
受 漁業

従事
。

債務
全部

前号 該当 場
合 除 、死亡 、
又 精神若 身
体 著 障害 受

漁業 従事

（保証人
貸付金 償還

認
場合 除 。）。

債務
全部又
一部

略

備考

介護福祉士等修学資金 項免除 条件 欄第 号、

第 号及 第 号、看護職員修学資金 項免除 条

件 欄第 号及 第 号、理学療法士及 作業療法

士修学資金 項免除 条件 欄第 号並 地

勤務医師等修学資金 項免除 条件 欄第 号 規

定 業務従事期間 計算 、他 養成

施設等又 看護職員養成施設 入学、災害、疾病

他 得 理由 業務 従事

期間 場合 、当該

期間終了後直 再 規定 定

当該業務 従事 、後 業務従事期

間 、前 業務従事期間 引 続 。

漁業研修支援資金 項免除 条件 欄第 号

第 号 規定 海面 漁業 従事

期間（以下「漁業従事期間」 。） 計算

、災害、疾病 他 得 理由

漁業 従事 期間 場

合 、当該期間終了後直 再 規

定 定 漁業 従事 、後

漁業従事期間 、前 漁業従事期間 引 続

。

備考 介護福祉士等修学資金 項免除 条件 欄第 号、

第 号及 第 号、看護職員修学資金 項免除 条件

欄第 号及 第 号、理学療法士及 作業療法士修

学資金 項免除 条件 欄第 号並 地勤務医

師等修学資金 項免除 条件 欄第 号 規定

業務従事期間 計算 、他 養成施設等又

看護職員養成施設 入学、災害、疾病 他

得 理由 業務 従事

期間 場合 、当該期間終了後直 再

規定 定 当該業務 従事

、後 業務従事期間 、前 業務従事期間

引 続 。

７ ６

８

１ １

２ ４

１ ２

１

１

２ １

６

１

２ ４

１ ２

１

１

の に
の により

し は に
して しく

は に しい
を けたため に

することができ
なくなったとき

の

に する
を き し
は しくは
に しい を

けたため に
することができなく
なったとき
が を する
ことができると め
られる を く

の

は

の の の

び の の

の び び

の の の びにへき

の の の の

による の については の

は への

その やむを ない のためその に する

ことができなかった がある において

ちに びこれらの に めるところ

により に したときは の

は の に き くものとみなす

の の の から

までの による における に し

た という の に

ついては その やむを ない のた

め に することができなかった がある

において ちに びこれらの

に めるところにより に したときは

の は の に き くも

のとみなす

の の の

び の の

の び び

の の の びにへき

の の の の による

の については の は

への その やむを

ない のためその に することができなかっ

た がある において ちに

びこれらの に めるところにより に

したときは の は の

に き くものとみなす

附 則

条例 、公布 日 施行 。この は の から する
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改 正 後 改 正 前

（手数料 徴収）

第 条 次 各号 掲 事務 、当該各号

定 額 手数料 徴収 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 廃棄物処理法第 条 第 項 規定 基

一般廃棄物処理施設 譲受 又 借受 許可

件 円

（ ） 廃棄物処理法第 条 第 項 規定 基

一般廃棄物処理施設 設置者 法人 合併

認可 件 円

（ ）～（ ） 略

（ ） 廃棄物処理法第 条 準用

同法第 条 第 項 規定 基 産業廃棄物処

理施設 譲受 又 借受 許可 件

円

（ ） 廃棄物処理法第 条 準用

同法第 条 第 項 規定 基 産業廃棄物処

理施設 設置者 法人 合併 認可 件

円

（ ）～（ ） 略

（手数料 徴収）

第 条 次 各号 掲 事務 、当該各号

定 額 手数料 徴収 。

（ ）～（ ） 略

（ ）～（ ） 略

（ ）～（ ） 略

（ ） 火薬類取締法施行令（昭和 年政令第 号）

第 条第 項 規定 処理

火薬類取締法第 条 規定 基 火薬類製造業

許可 件 円

（ ） 火薬類取締法施行令（昭和 年政令第 号）

第 条第 項 規定 処理

火薬類取締法第 条 規定 基 火薬類製造業

許可 件 円

の

の に げる については に

める の を する

の の の に

づく の け は けの

につき

の の の に

づく の である の

の につき

の の において する

の の に づく

の け は けの につき

の の において する

の の に づく

の である の の につ

き

の

の に げる については に

める の を する

の により することとされてい

る の に づく

の につき

の により することとされてい

る の に づく

の につき
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３ ９ ６ １

１

２ ４

９ ５ １

１

３ ４

９ ６ １

１

２

１

１

３

１

１

３

１

79

79

68,000

79

68,000

80 91

91 15

68,000

91 15

68,000

92 133

79

80 91

92 133

134 25 323

16

220,000

134 25 323

12

220,000

鳥取県手数料徴収条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県手数料徴収条例 一部 改正 条例

鳥取県手数料徴収条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号及 号 細目 表示 下線 引 号及 号 細目（以下「移動号等」 。）

対応 同表 改正後 欄中号及 号 細目 表示 下線 引 号及 号 細目（以下「移動後号等」

。） 存在 場合 、当該移動号等 当該移動後号等 、移動号等 対応 移動後号等 存在

場合 、当該移動号等（以下「削除号等」 。） 削 、移動後号等 対応 移動号等 存在

場合 、当該移動後号等（以下「追加号等」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 細目 表示及 削除号等 除 。以下「改正部分」 。）

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分（号 細目 表示及 追加号等 除 。以下「改正後部分」

。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在

場合 、当該改正部分 削 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の び の の に が かれた び の という

に する の の び の の に が かれた び の と

いう が する には を とし に する が しな

い には という を り に する が しない

には という を える

の の の が かれた の の び を く という

に する の の が かれた の の び を く

という が する には を に め に する が

しない には を る

12 10 17

12 37

鳥取県条例第 号72
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（ ） 火薬類取締法第 条第 項又 第 項 規定

基 火薬庫 完成検査 次 掲 区分 応 、

定 額

略

略

（ ） 火薬類取締法施行令第 条第 項 規定

処理 火薬類取締法第

条第 項又 第 項 規定 基 火薬類 製造施

設 完成検査 件 円

（ ） 火薬類取締法第 条第 項 規定 基

火薬庫 保安検査 件 円

（ ） 火薬類取締法施行令第 条第 項 規定

処理 火薬類取締法第

条第 項 規定 基 同項 規定 特定施設

保安検査 件 円

（ ）～（ ） 略

（ ） 火薬類取締法施行令第 条第 項 規定

処理 火薬類取締法第 条

規定 基 火薬類 製造施設又 火薬庫 完成検

査 次 掲 区分 応 、 定 額

火薬類 製造施設 係 件

円

略

略

（ ）～（ ） 略

次 各号 掲 手数料 、当該各号 定

者 納 。 場合 、

当該手数料 、 者 収入 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 火薬類取締法第 条 第 項 規定 通

商産業大臣 指定 者 火薬類製造保安責任者試

験等 実施 関 事務 行 場合 前

項第 号 手数料 火薬類製造保安責任者試験

等 実施 関 事務 行 者

（ ）～（ ） 略

次 各号 掲 手数料 、当該各号 定

者 納 。 場合 、

当該手数料 、 者 収入 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 火薬類取締法第 条 第 項 規定 通

商産業大臣 指定 者 火薬類製造保安責任者試

験等 実施 関 事務 行 場合 前

項第 号 手数料 火薬類製造保安責任者試験

等 実施 関 事務 行 者

（ ）～（ ） 略
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の の により

の する に

の に する を わせる における
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の に げる については に

める に めなければならない この においては
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の する に

の に する を わせる における
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附 則

条例 、公布 日 施行 。 、鳥取県手数料徴収条例第 条第 項 第 号 、第 号 、

第 号 、第 号 、第 号 及 第 号 加 改正 、平成 年 月 日 施行 。

風俗営業等 規制及 業務 適正化等 関 法律施行条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

風俗営業等 規制及 業務 適正化等 関 法律施行条例 一部 改正 条例

風俗営業等 規制及 業務 適正化等 関 法律施行条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

この は の から する ただし に の の

の の の び の を える は から する

の び の に する の を する をここに する

の び の に する の を する

の び の に する の を のよう

に する

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

２ １ ２ ３

２ ３ ３ ４ １

79 79

91 91 135 135 12 11

12 10 17

59 30

鳥取県条例第 号73
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改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条 第 条関係）

略

法第 条第
項第 号

及 第 号
営業、同

条第 項第
号 営業

並 映像
送信型性風
俗特殊営業

次 掲 区域 除 鳥取県 区域
（ ）～（ ） 略
（ ） 東伯郡羽合町大字上浅津及 大
字 温泉 区域

（ ）～（ ） 略

法第 条第
項第 号
営業（ ー
営業

除 。）

次 掲 区域 除 鳥取県 区域
（ ）～（ ） 略
（ ） 東伯郡羽合町大字上浅津及 大
字 温泉 区域

（ ）～（ ） 略

備考 略

別表第 （第 条 第 条関係）

略

法第 条第
項第 号

及 第 号
営業、同

条第 項第
号 営業

並 映像
送信型性風
俗特殊営業

次 掲 区域 除 鳥取県 区域
（ ）～（ ） 略
（ ） 東伯郡羽合町大字上浅津 区域
（ ）～（ ） 略

法第 条第
項第 号
営業（ ー
営業

除 。）

次 掲 区域 除 鳥取県 区域
（ ）～（ ） 略
（ ） 東伯郡羽合町大字上浅津 区域
（ ）～（ ） 略

備考 略

改 正 後 改 正 前

（経営 基本）

第 条 略

病院事業 用 供 施設（以下「病院」 。）

、次 。

名 称 位置 診療科名 病床 種別

鳥取県立
中央病院

略 略 一般病床
結核病床
感染症病床

略

（経営 基本）

第 条 略

病院事業 用 供 施設（以下「病院」 。）

、次 。

名 称 位置 診療科名 病床 種別

鳥取県立
中央病院

略 略 一般病床
結核病床

略
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附 則

条例 、公布 日 施行 、改正後 風俗営業等 規制及 業務 適正化等 関 法律施行条例 規

定 、平成 年 月 日 適用 。

鳥取県営病院事業 設置等 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県営病院事業 設置等 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県営病院事業 設置等 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

この は の から し の の び の に する の

は から する

の に する の を する をここに する

の に する の を する

の に する の を のように する

の の の が かれた を える

12 28

12 10 17

39 12

４

鳥取県条例第 号74
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附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県薬事審議会条例 廃止 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県薬事審議会条例 廃止 条例

鳥取県薬事審議会条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 、廃止 。

附 則

条例 、公布 日 施行 。

この は から する

を する をここに する

を する

は する

この は の から する

12 11

12 10 17

38 56

１

鳥取県条例第 号75


